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① 件  名 

住居確保給付金支給事業における算定家賃額の変更について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

生活保護に至る前段階の自立支援策の強化及び相談に至っていない潜在的困窮者に対する包括的

支援を図るため、平成２７年４月より生活困窮者自立支援法が施行されており、本市でも住居確保

給付金の支給を実施している。 

今般国では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響をはじめとした経済社会情勢の変動等により、

収入が減少し家計が苦しくなった困窮者の状況等を鑑み、本年７月に生活困窮者自立支援法施行規

則の一部を改正し、住居確保給付金の算定家賃額を、生活保護の「住宅扶助特別基準額」から「実

際の家賃額」に変更した。 

 

【目的】 

国の改正を踏まえ本市の住居確保給付金の算定家賃額を変更することにより、実態に即した支援

となることから、対象困窮世帯の実家賃負担の軽減が図られる。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号） 

生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号） 

石巻市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱（平成２７年告示第１４２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

＜総合計画＞ 第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

         第１節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する 

            ２ 生活保護制度等を適正に運用する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２７年 ４月 生活困窮者自立支援法（住居確保給付金支給事業）が施行 

令和 ２ 年 ７月 生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正（算定家賃額の変更） 

⑤ 主な内容 

 石巻市生活困窮者住居確保給付金の算定家賃額（※１）を、生活保護の住宅扶助特別基準額から実

際の家賃額に変更する。 

（例）３人世帯で実際の家賃額が６６，０００円であり、世帯収入額が基準額（※２）を超えて収

入基準額（※３）以下の場合の算定家賃額 

変更前月額：５３，０００円 ⇒ 変更後月額：６６，０００円 差額：１３，０００円の増 

     （住宅扶助特別基準額）     （実際の家賃額）    

 

 なお、本年６月分の住居確保給付金の支給を受けた方については、当該月分が含まれる支給期間中

（３か月を上限とする）の住居確保給付金についても本変更を令和２年４月分から遡及適用し、差額

分を支給する。 

 

（※１）変更後の算定家賃額＝実際の家賃額－（世帯収入額－基準額） 

（※２）基準額＝（市民税均等割非課税所得額＋給与所得控除額）×１／１２ 

（※３）支給決定するための収入要件（基準額＋住宅扶助特別基準額） 

資料９ 



⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響をはじめとした経済社会情勢の変動等による住居喪失者又

は住居喪失のおそれのある者に対する支援強化が図られる。 

 

【市財政への負担】 

現計予算内で対応 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

全国自治体で同様の変更を実施 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和２年 ９月 石巻市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱の一部改正 

（公布の日から施行、４月支給分から遡及適用） 

⑨ その他 

 

 


